
 

 

 

農ある暮らし×移住、二地域居住促進事業委託業務 仕様書（案） 

 

この業務仕様書は、長野県（以下「委託者」という。）が行う、「令和８年度農ある暮らし×移

住、二地域居住促進事業委託業務」（以下「本業務」という。）を委託するにあたり、その仕様等

に関し必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務名 

  令和８年度農ある暮らし×移住、二地域居住促進事業委託業務 

 

２ 事業の目的 

生活に農を取り入れてゆとりや潤いのある暮らしを志向する「農ある暮らし」と、移住や都

市圏と県内を行き来する「二地域居住」とを組み合わせた生活スタイルを提案し、農村地域の

活性化及び農村コミュニティの再生を目指す。 

 

３ 関係法令 

本業務の実施に関しては、本仕様書によるほか、下記の関係法令等を遵守して行うこと。 

（１）長野県財務規則（昭和 39 年長野県規則第８号）及び諸規則 

（２）委託契約書 

（３）その他関連法令及び通達 

 

４ 委託期間 

契約日から令和９年３月 19 日まで 

 

５ 業務内容 

農ある暮らし×移住、二地域居住促進イベントの開催 

  受託者は、都市圏で暮らし、長野県への移住または二地域居住に興味を持つ方が参加した

くなるような畑作業等の農ある暮らし体験イベントを企画し、実施する。 

受託者は、長野県の魅力や都市圏の住民のニーズを踏まえ、イベントの実施内容（イベント

構成、実施スケジュール、協力者）の企画立案、イベントの運営を行う。 

また、市町村や県内住民との連携等の役割分担については委託者との協議の上決定するこ

と。 

イベントの回数は２または３回程度とし、イベントのコンセプトに応じて委託者と協議の

上、決定すること。 

イベントの実施に当たっては参加者にアンケートを実施し、取りまとめを行うこと。 

６ 委託者への報告 

（１）事業実施計画書 

業務委託契約締結時に、事業実施計画書及び実施体制表（いずれも様式任意）を委託者に

提出すること。 

なお、事業実施計画書等に変更がある場合は、あらかじめその内容について事業実施計画

書等を添え委託者と協議すること。 



 

 

 

（２）進捗状況等報告 

   受託者は、委託者から要求があった場合には、すみやかに進捗状況を報告するものとする。 

   なお、委託期間の途中に中間成果品の提出を求めることがある。 

（３）実績報告書 

受託者は、業務完了時に契約書に定める委託業務完了報告書に下記７の成果品を添えて、

委託者に報告すること。 

 

７ 成果品 

  業務完了時に提出する成果品は以下のとおりとする。 

（１）イベント様子を記録した資料 

（２）参加者へのアンケート結果 

（３）今後本県が移住や二地域居住及び農ある暮らしの推進を進める上での課題や必要な施策

の提言 

 

８ 完了検査 

（１）受託者は、本業務の完了後に委託者の検査を受けるものとする。 

（２）受託者は、検査の結果、委託者から補正の指示があった場合は、速やかに補正を行い、再

検査の合格をもって完了とする。 

 

９ 対象経費 

（１）対象とならない経費は以下のとおりとする。 

ア 機械・機器等の購入経費 

イ 土地・建物を取得するための経費 

ウ 施設や設備を設置または改修するための経費 

エ 国や地方公共団体等の補助金、委託費等により既に支弁されている経費 

オ 飲食にかかる経費 

カ その他、事業との関連が認められない経費 

（２）この他、委託料に関する事項は、契約書において定める。 

 

10 特許権などの使用 

  受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令に基づき保護される第三者の

権利（以下「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方法等を使用するときは、

その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 

 

11 著作権等の取扱い 

  本業務により新たに生じた著作権等は委託者に帰属することとし、委託者は受託者に事前

の連絡なく加工及び二次利用できることとする。 

 

12 個人情報の取得・保護・管理等 

（１）受託者は本業務の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以



 

 

 

外に使用してはならない。また、契約期間終了後も同様とする。 

（２）受託者は個人情報の保護については十分に注意し、流出・損失を生じないこと。 

（３）受託者は成果品（業務の履行過程において得られた記録等を含む。）を第三者に閲覧させ、

複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

13 その他 

（１）受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ

委託者と協議の上、承認を得ること。 

（２）委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。 

（３）受託者は本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合には、委託者と協

議すること。 


